
 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１８．１１．１９発行 

現在、当組合ではＮＥＸＣＯ西日本

の「ＥＴＣ利用照会サービス」を使用

して、車両不一致の当月内での解消に

向けて取り組んでいます。 

(多い月で７組合員・10 枚の解消実績) 

 

組合員各位のご理解の深化により

車両不一致件数は制度発足当時から

は大きく減少しました。しかし、近年

は毎月ほぼ同程度で推移しており、最

後のひと踏ん張りがなかなかできて

いない状況です。(下表参照) 

 

 言うまでもなく、ＥＴＣコーポレー

トカードは登録車両に限った使用が

ルールであり、利用約款の厳格な適用

によっては割引停止割引停止割引停止割引停止処分処分処分処分となります。 

 

ＮＥＸＣＯ西日本から当組合に、注

意喚起を促す左に掲載した文書が

度々届いております。ご一読いただき

今一度車両不一致撲滅へ向けた組合

員各位のご努力をお願いいたします。 

 

有給休暇の時季指定

義務は中小企業への施

行猶予期間がありませ

ん。 

違反すると事業者は

労基法違反として罰則

の対象となりますので

注意が必要です。 

【雑感】「光陰矢の如し」で、当

組合は今月から新たな事業年度

に入りました。世は年末商戦が

次第に盛り上がっていて、笑顔

が増え気分も高揚する。その一

方で、昨年度の決算や来期事業

計画の詰めなど、違う意味で気

分が高揚している自分がいる。

とはいえ、暦より一足早く一年

を締め括ることになるわけで、

全力を傾けて完成させた暁には

清々しい気分で年末年始を迎え

られるご褒美が待っている。 


